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「品質の確保等を図るための著しい低価格による受注への 

対応について」の一部改正について 

 

デジタル臨時行政調査会は、令和４年６月３日、「デジタル原則に照らした規制

の一括見直しプラン」を決定し、この中で、代表的なアナログ規制７項目に関する

通知・通達等の見直し方針が示された。 

これを踏まえ、「品質の確保等を図るための著しい低価格による受注への対応に

ついて」（平成15年２月10日付け国官総第598号、国官会第2220号、国地契第83号、

国官技第289号、国営計第157号、国総入企第47号）を下記のとおり改正することと

したので、貴局においても適切に運用するとともに、遺漏無きよう措置されたい。 

 

記 

  

「品質の確保等を図るための著しい低価格による受注への対応について」（平成1

5年２月10日付け国官総第598号、国官会第2220号、国地契第83号、国官技第289号、

国営計第157号、国総入企第47号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正

後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

第１ 体制等の整備 

２．低入札価格調査等に係る情報の公表 

国土交通省直轄工事における低入札価格調査

に係る情報（工事件名、予定価格、調査基準価

第１ 体制等の整備 

２．低入札価格調査等に係る情報の公表 

国土交通省直轄工事における低入札価格調査

に係る情報（工事件名、予定価格、調査基準価



 

格、落札価格、落札業者等）については、イン

ターネットにより公表を行うこととする。 

格、落札価格、落札業者等）については、当該

低入札価格調査制度調査対象工事を発注した地

方整備局又は事務所において閲覧及びインター

ネットにより公表を行うこととする。 

 

 


